
※　電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有しないもの

小型自動車

普通自動車

８ﾄﾝ以下

８ﾄﾝ超９ﾄﾝ以下

９ﾄﾝ超１０ﾄﾝ以下

１０ﾄﾝ超１１ﾄﾝ以下

１１ﾄﾝ超１ﾄﾝ毎加算

※条例137条の5第5項 学校教育法第1条の学校が所有しかつ専らその学生、生徒、幼児の通学の用に供するバスは、一般乗合用バスと同じ額（バス＝定員11人以上）

小型自動車

普通自動車

※　表中の「75%軽課」、「50%軽課」、「10%重課」、「15%重課」はグリーン化税制が適用される場合の税額です。

区分

乗
　
用
　
車

総
排
気
量

1.0㍑以下

2.5㍑超3.0㍑以下

3.0㍑超3.5㍑以下

3.5㍑超4.0㍑以下

1.0㍑超1.5㍑以下

1.5㍑超2.0㍑以下

2.0㍑超2.5㍑以下

電気自動車(燃料電池車含む)

ロータリーエンジン搭載車

区分

4.0㍑超4.5㍑以下

4.5㍑超6.0㍑以下

6.0㍑超

ト
　
　
　
ラ
　
　
　
ッ

　
　
　
ク

１ﾄﾝ以下

１ﾄﾝ超２ﾄﾝ以下

２ﾄﾝ超３ﾄﾝ以下

３ﾄﾝ超４ﾄﾝ以下

小型自動車

貨
客
兼
用
車

総
排
気
量

1.0㍑以下

1.0㍑超1.5㍑以下

７ﾄﾝ超８ﾄﾝ以下

８ﾄﾝ超９ﾄﾝ以下

けん引車

最
大
積
載
量

９ﾄﾝ超１０ﾄﾝ以下

１０ﾄﾝ超１ﾄﾝ毎加算

４ﾄﾝ超５ﾄﾝ以下

５ﾄﾝ超６ﾄﾝ以下

６ﾄﾝ超７ﾄﾝ以下

1.5㍑超

電気自動車

30人超40人以下

40人超50人以下

50人超60人以下

60人超70人以下
バ
　
　
　
ス

一
般
乗
合
用

乗
車
定
員

30人以下

70人超80人以下

80人超

60人超70人以下

70人超80人以下

80人超

　
そ
の
他

乗
車
定
員

30人以下

30人超40人以下

40人超50人以下

50人超60人以下

特
種
用
途
車

れいきゅう車

区分適用が
困難なもの

区分

三
輪

小型自動車

小型けん引車

区分

特
種
用
途
車

キ
ャ

ン
ピ
ン
グ
車

総
排
気
量

1.0㍑以下

1.0㍑超1.5㍑以下

4.5㍑超6.0㍑以下

6.0㍑超

3.0㍑超3.5㍑以下

3.5㍑超4.0㍑以下

4.0㍑超4.5㍑以下

1.5㍑超2.0㍑以下

2.0㍑超2.5㍑以下

2.5㍑超3.0㍑以下

40,500

25,500

30,000

20,500

9,900

46,800

13,200

16,500

20,300

24,200

49,000

5,200

6,300

8,000

25,500

5,100

5,200

特種用途車については、原則として乗車定員、最大積載量、総排気量等と形状、用途、構造によりその区分に応ずる税率を適用しますが、下記に示す自動車及び区分が困難な
ものについて適用される税率は下記のとおりです。

※　R1.10.1以後の初度登録（新車新規登録）の自家用キャンピング車は現行税率、R1.9.30以前の初度登録（新車新規登録）の自家用キャンピング車は旧税率が適用されます。

被
け
ん
引
車

普
通
自
動
車

最
大
積
載
量

6,0001,500

18,500

21,000

57,000

53,100

6,300

自動車税種別割税額表（グリーン化税制対応）　令和７年度用

単室容積×ローター数×１．５で算出した数値を上記の総排気量とみなす。

※　R1.10.1以後の初度登録（新車新規登録）の自家用乗用車は現行税率、R1.9.30以前の初度登録（新車新規登録）の自家用乗用車は旧税率が適用されます。

最大乗車定員が４人以上のものについては、貨客兼用車として、上記トラックの税率（この場合の積載量は、最大乗車定員が乗車したときの積載量とする）にその総排気
量に応じて下記の額が加算されます。

5,500

対象外

16,600

35,000

66,700

76,400

12,100

13,700

1,600

3,000

22,500

28,000

33,000

38,500

58,600

58,300

6,900

11,200

22,600

5,500

6,500

7,500

9,000

10,500 44,500

51,400

31,200

10,500

12,000

14,000

12,600

17,600

3,000

4,00016,000

40,700

7,500

自　家　用　営　業　用

10%重課75％軽課通常

20,500

対象外

13,800

15,700

17,900

20,500

23,600

27,200

3,500

4,000

27,100

31,700

36,300

4,500

5,500

6,000

7,000

10,500

2,000

8,800

6,900

7,800

8,700

2,0008,0007,100

10,200

20,600

37,500

11,500

2,000

営　業　用 自　家　用　

通常
現行税率

（R1.10.1以後初度）
旧税率

（R1.9.30以前初度）

通常 15%重課通常 75％軽課

33,900

39,600

45,400

51,700

25,000

30,500

36,000

43,500

87,900

101,200

127,600

対象外

29,500

34,500

39,500

45,000

51,000

58,000
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25,000

15%重課

8,600

9,700

10,900

15,800

18,000

20,500

23,500

27,100

46,800

対象外

50%軽課75%軽課

4,000

4,500

5,000

7,000

8,000

9,000

2,0007,500

8,500 2,500

9,500 2,500

10%重課75%軽課通常

対象外

5,300

10,200

15,300

20,400

28,000

32,400

42,600

5,100

8,200

2,500

3,000

4,000

5,000

5,500

6,500

7,500

8,700

9,900

1,200

2,000

4,000

6,500

9,000

12,000

15,000
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22,000
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34,200
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15,100
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11,300

15,100
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3,800

5,700

6,900

8,800

対象外

1,300

1,600

2,000

1,300

4,100

5,200

6,900

対象外

3,700

4,700

6,300

3,700

1,000

1,200

1,600

1,000

○自動車税種別割に関する問い合わせは
　    各県税事務所又は自動車税事務所まで

　  三重県自動車税事務所
      〒514-0303　三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-1
       TEL 059-253-8057　FAX 059-253-8058

対象外
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16,500
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38,000

44,000

50,500

57,000

64,000

自　家　用　営　業　用

15%重課

6,900

75％軽課

1,500

通常

6,000

5,300

15%重課

5,100

4,400

75%軽課

1,500

1,000

通常

4,500

3,900

14,300

9,200

23,500

3,500

2,000

5,500

12,500

20,500

9,700

7,400

17,200

2,500

2,000

4,000

8,500

6,500

15,000

自　家　用　営　業　用

15%重課

15%重課75%軽課通常

8,000

41,400

46,900

53,300

61,100

70,300

80,900

102,100

通常

旧税率
（R1.9.30以前初度）

23,600

27,600

31,600

36,000

40,800

46,400

53,200

70,400

88,800

現行税率
（R1.10.1以後初度）

通常 75％軽課

5,000

6,500

7,500

9,000

20,000

24,400

28,800

34,800

40,000

61,200

45,600

52,400
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11,500

13,500

15,500

17,500
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5,500

12,600
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24,90021,700

37,300

1,500

2,000

2,000

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

32,500 8,500

6,000

6,800

7,600

11,000

12,500

14,300

16,400

18,800

重 ｶﾞｿﾘﾝ 13年超 Ｈ24.3以前

課 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 11年超 Ｈ26.3以前

路線

学校

観光

貸切

重課対象外：ガソリンハイブリッド車、一般乗合バス、被けん引車
電気・燃料電池・天然ガス・メタノール自動車


